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中
国
研
究
集
刊 

巨
号
（
総
五
十
七
号
）
平
成
二
十
五
年
十
二
月　

一
一
六
︱
一
二
五
頁

「
史
菓留
」
小
考

―『
史
蒥
問
於
夫
子
』
の
史
蒥
と
『
漢
書
』
古
今
人
表
の
史
留
―

福
田
哲
之

一
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
九
）』
所
収
の
『
史
蒥
問
於
夫

子
』
は
、
史
蒥
と
夫
子
と
の
問
答
か
ら
な
る
古
佚
書
で
あ
り
、
残

存
す
る
十
二
簡
は
全
て
残
簡
で
篇
題
は
見
え
ず
、
篇
名
は
内
容
に

も
と
づ
く
仮
称
で
あ
る
。
こ
こ
に
登
場
す
る
史
蒥
は
、『
論
語
』

を
は
じ
め
と
す
る
伝
存
の
儒
家
系
文
献
に
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
よ

う
で
あ
り
、
本
篇
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
存
在
が
浮
か
び
上

が
っ
て
き
た
人
物
で
あ
る
。
本
稿
で
は
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
残

簡
の
釈
読
を
試
み
、
併
せ
て
史
蒥
を
中
心
に
若
干
の
考
察
を
加
え

て
み
た
い
。

は
じ
め
に
整
理
者
で
あ
る
濮
茅
左
氏
の
「
釈
文
考
釈
」
（
注
1
）
お

よ
び
管
見
の
お
よ
ん
だ
先
学
の
見
解
（
注
2
）
を
参
考
に
校
定
し
た
本

文
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
訓
読
を
掲
げ
る
（
注
3
）
。
な
お
引
用
に
あ

た
っ
て
古
体
字
や
通
假
字
な
ど
は
、
可
能
な
限
り
通
行
字
に
置
き

換
え
た
。

Ａ　

其
□
之
。
史
蒥
曰
、
蒥
也
、
故
齊
邦
敝
吏
之
子
也
。
無
如
圖？

也
〼
【
簡
１
】

（�

其
れ
之
を
□
。」
史
蒥
曰
く
、「
留
や
、
故も

と

斉
邦
の
敝
吏
の
子

な
り
。
無
如
図？

也
…
…
）

Ｂ　

既
之
以
其
子
、
子
其
身
之
弐
也
。
今
吏
子
師
之
、
君
之
、
擇

之
愼
矣
。
□
〼
【
簡
２
】

（�
既
に
之
れ
其
の
子
を
以
て
す
る
は
、
子
は
其
れ
身
の
弐
な
れ

ば
な
り
。
今 

吏
の
子
は
之
を
師
と
し
、
之
を
君
と
し
、
之
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れ
を
択
び
て
慎
む
。
□
…
…
）

Ｃ　

必
危
其
邦
家
、
則
能
貴
於
禹
・
湯
。
禹
・
湯
則
學
自
始
〼

【
簡
３
】

（�

必
ず
其
の
邦
家
を
危
う
く
す
れ
ば
、
則
ち
能
く
禹
・
湯
を
貴

べ
。
禹
・
湯
は
則
ち
自
ら
始
め
て
…
…
を
学
び
…
…
）

Ｄ　

〼
民
氓
不
可
侮
。
衆
之
所
植
、
莫
之
能
廢
也
。
衆
之
□
〼

【
孔
子
見
季
桓
子
簡
25
】
〼
莫
之
能
豎
也
。
子
以
此
視
是
、

不
其
難
與
言
也
。
且
夫
□
〼
【
簡
５
】

（�

…
…
民
氓
侮あ

な
ど

る
可
か
ら
ず
。
衆
の
植
う
る
所
は
、
之
れ
能

く
廢
す
る
こ
と
莫
き
な
り
。
衆
の
□ 

…
…
は
之
れ
能
く
豎た

つ
る
こ
と
莫
き
な
り
。
子 

此
れ
を
以
て
是
れ
を
視
れ
ば
、

其
れ
与
に
言
い
難
か
ら
ざ
る
な
り
。
且
つ
夫
□
…
…
）

Ｅ　

〼
也
。
史
蒥
曰
、
何
謂
八
。
夫
子
曰
、
内
邪
僞
、
幽
色
與

酒
、
大
鐘
鼎
、【
簡
６
】
美
宗
室
、
驅
騁？

畋
獵
、
擧
訟
獄
、

此
所
以
失
【
簡
７
】

（�

…
…
な
り
」
と
。
史
蒥
曰
く
、「
何
を
か
八
と
謂
う
」
と
。

夫
子
曰
く
、「
邪
偽
を
内い

れ
、
色
と
酒
と
に
幽か

く

れ
、
鐘
鼎
を

大
い
に
し
、
宗
室
を
美さ

か

ん
に
し
、
駆
騁？

畋
猟
し
、
訟
獄
を
挙

ぐ
る
は
、
此
れ
…
…
を
失
う
所
以
に
し
て
…
…
）

Ｆ　

曷
薦
而
不
敬
。
子
亦
是
之
惻
。
史
蒥
曰
、
何
謂
強
、
何
謂

【
簡
９
】
敬
。
夫
子
曰
、
敬
也
者
、
瞻
人
之
顔
色
、
而
爲
之

爲
、
視
其
所
欲
、
而
〼
【
簡
８
】

（�

…
…
曷な

ん

ぞ
薦
め
て
敬
せ
ざ
る
。
子
も
亦
た
是
れ
を
之
れ
惻い

た

ま

ん
」
と
。
史
蒥
曰
く
、「
何
を
か
強
と
謂
い
、
何
を
か
敬
と

謂
う
」
と
。
夫
子
曰
く
、「
敬
な
る
者
は
、
人
の
顔
色
を
瞻

て
、
而
し
て
為
す
を
之
れ
為
し
、
其
の
欲
す
る
所
を
視
て
、

而
し
て
…
…
）

Ｇ　

〼
有
民
以
來
、
未
或
能
在
立
於
地
之
上
。
一
或
不
免
有
滑？

、

不
〼
【
簡
10
】

（�

…
…
民
有
り
て
以
来
、
未
だ
或
い
は
地
の
上
に
在
立
す
る
能

わ
ず
。
一み

な

或
い
は
滑み

だ
るる

こ
と
有
る
を
免
れ
ず
、
不
…
…
）

Ｈ　

不
可
以
弗
戒
。
子
之
吏
行
、
百
姓
得
其
利
、
邦
家
以
厚
。
子

之
吏
不
行
、
百
姓
〼
【
簡
11
】

（�

…
…
以
て
戒
し
め
ざ
る
可
か
ら
ず
。
子
の
吏
と
し
て
行
う
と

き
は
、
百
姓
其
の
利
を
得
、
邦
家
以
て
厚
し
。
子
の
吏
と
し

て
行
わ
ざ
る
と
き
は
、
百
姓
…
…
）

Ｉ　

〼
聞
子
之
言
、
大
懼
、
不
知
所
爲
。
夫
子
曰
、
善
哉
。
臨
事

而
懼
、
教？

不
〼
【
簡
12
】

（�

…
…
子
の
言
を
聞
き
、
大
い
に
懼
れ
、
為
す
所
を
知
ら
ず
」

と
。
夫
子
曰
く
、「
善
き
哉
。
事
に
臨
み
而
し
て
懼
る
る
は
、

教？

不
…
…
）
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二
内
容
の
検
討
に
入
る
前
に
、
史
蒥
の
問
答
相
手
で
あ
る
夫
子
に

つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
夫
子
は
本
来
「
あ
な
た
」・「
あ
の

か
た
」
な
ど
を
意
味
す
る
普
通
名
詞
で
あ
り
、
整
理
者
の
濮
茅
左

氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
（
注
4
）
『
論
語
』
や
『
孟
子
』
を
は
じ
め
と

す
る
儒
家
系
文
献
に
は
孔
子
以
外
の
人
物
を
夫
子
と
称
し
た
例
が

見
ら
れ
、
必
ず
し
も
孔
子
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た

が
っ
て
本
篇
の
夫
子
が
孔
子
を
指
す
と
す
れ
ば
、
そ
の
根
拠
を
明

ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
自
明

と
見
な
さ
れ
て
か
、
い
ま
だ
論
及
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
本
文
を
み
る
と
、
篇
首
部
分
の
竹
簡
は
残

存
せ
ず
、
お
そ
ら
く
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
夫
子

の
名
は
知
ら
れ
な
い
。
ま
た
本
文
中
の
三
人
称
は
そ
れ
ぞ
れ
「
史

蒥
」（
簡
１
・
簡
６
・
簡
９
）
お
よ
び
「
夫
子
」（
簡
６
・
簡
８
・

簡
12
）
で
あ
り
、
二
人
称
は
両
者
と
も
相
手
を
「
子
」（
簡
５
・

簡
９
・
簡
11
・
簡
12
）
と
呼
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
問
答
の
内
容
面

で
は
「
禹
・
湯
」
の
尊
重
（
Ｃ
）、「
強
」
や
「
敬
」
に
つ
い
て
の

言
説
（
Ｆ
）
な
ど
が
見
え
る
が
、
こ
れ
ら
も
夫
子
と
孔
子
と
を
限

定
的
に
結
び
つ
け
る
論
拠
と
は
見
な
し
が
た
い
。
こ
の
よ
う
に
夫

子
が
誰
を
指
す
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
本
篇
の
夫
子
の
用
例
が
す
べ
て
三
人

称
の
「
夫
子
曰
」
の
形
式
を
も
つ
点
で
あ
る
。
上
述
の
ご
と
く
文

献
中
の
夫
子
の
用
例
に
は
、
全
体
的
に
見
る
と
確
か
に
孔
子
以
外

の
人
物
を
指
す
場
合
も
含
ま
れ
る
。
し
か
し
三
人
称
の
「
夫
子

曰
」
の
形
式
に
限
定
す
る
と
、
そ
の
場
合
の
夫
子
は
専
ら
孔
子
を

指
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
管
見
に
よ
れ
ば
、
孔
子
の
専
称
と
し

て
の
三
人
称
の
「
夫
子
曰
」
の
形
式
は
、
儒
家
系
文
献
の
特
色
と

見
な
さ
れ
、
孔
子
の
言
説
を
伝
承
し
て
い
く
際
に
独
自
の
用
法
と

し
て
定
着
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
（
注
5
）
。
こ
の
形
式
は
上
博
楚

簡
の
『
君
子
為
礼
』（
第
五
分
冊
所
収
）
や
『
孔
子
見
季
桓
子
』

（
第
六
分
冊
所
収
）
に
も
見
え
る
が
、
と
く
に
『
史
蒥
問
於
夫
子
』

と
書
写
者
を
同
じ
く
す
る
『
孔
子
見
季
桓
子
』
（
注
6
）
に
孔
子
を
指

す
三
人
称
の
「
夫
子
曰
」
の
例
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
は
、
称
呼

形
式
の
面
の
み
な
ら
ず
書
写
者
を
紐
帯
と
す
る
両
篇
の
緊
密
な
関

係
性
と
い
う
点
か
ら
も
、『
史
蒥
問
於
夫
子
』
の
夫
子
が
孔
子
を

指
す
有
力
な
傍
証
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
本
篇
の
夫
子
が
孔
子
を
指
す
こ
と
が
あ
ら
た
め
て

確
認
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
史
蒥
は
孔
子
と
同
時
期
の
春
秋
後

期
に
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

（ 118 ）



三
そ
れ
で
は
残
簡
の
内
容
を
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
注
目
す
べ
き

は
、
Ａ
（
簡
１
）
に
お
い
て
史
蒥
自
身
が
「
蒥
や
、
故も

と

斉
邦
の
敝

吏
の
子
な
り
」
と
語
る
出
自
で
あ
る
。
残
缺
が
多
い
た
め
把
握
し

が
た
い
点
が
多
い
も
の
の
、『
史
蒥
問
於
夫
子
』
に
お
け
る
孔
子

と
の
問
答
は
、
こ
の
史
蒥
の
出
自
を
起
点
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
史
蒥
の
こ
の
出
自
に
孔
子
の

問
答
相
手
が
他
な
ら
ぬ
史
蒥
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
存
在

し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
Ｂ
（
簡
２
）
は
吏
の
世
襲
制

の
本
質
が
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
き
た
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と

み
ら
れ
、
Ａ
（
簡
１
）
を
受
け
た
孔
子
の
発
言
の
一
部
と
見
な
さ

れ
る
。

Ｃ
（
簡
３
）
も
内
容
か
ら
推
し
て
孔
子
の
発
言
の
一
部
で
あ
ろ

う
。
簡
首
の
「
必
ず
其
の
邦
家
を
危
う
く
す
」
の
語
を
踏
ま
え
れ

ば
、
お
そ
ら
く
そ
の
前
に
国
家
に
危
機
を
も
た
ら
す
要
因
に
関
す

る
言
及
が
あ
り
、
そ
う
し
た
事
態
を
招
か
な
い
た
め
に
、
自
ら
を

慎
み
国
家
の
興
隆
を
も
た
ら
し
た
禹
・
湯
の
尊
重
を
説
い
た
も
の

と
推
測
さ
れ
る
。
禹
・
湯
を
併
称
し
た
例
と
し
て
は
『
左
伝
』
荘

公
十
一
年
に
「
禹
・
湯
は
己
を
罪
し
て
、
其
の
興
る
や
悖
焉
た

り
。
桀
・
紂
は
人
を
罪
し
て
、
其
の
亡
ぶ
や
忽
焉
た
り
」
と
あ
る

の
が
参
考
と
な
る
が
、
本
篇
に
お
け
る
禹
・
湯
の
尊
重
も
当
然
の

こ
と
な
が
ら
、
そ
の
対
極
に
桀
・
紂
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
見
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
史
蒥
の
問
い
に
対
し

て
孔
子
が
国
家
衰
亡
を
も
た
ら
す
為
政
者
の
愚
行
を
列
挙
し
た
Ｅ

（
簡
６
＋
簡
７
）
は
、
内
容
上
の
関
連
か
ら
Ｃ
（
簡
３
）
の
前
に

位
置
し
た
可
能
性
が
考
慮
さ
れ
る
。
Ｄ
（
孔
子
見
季
桓
子
簡
25
＋

簡
５
）
も
お
そ
ら
く
孔
子
の
発
言
の
一
部
で
あ
り
、
民
衆
を
侮
る

こ
と
な
く
、慎
重
に
対
処
す
べ
き
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

Ｆ
（
簡
８
＋
簡
９
）
は
、
前
段
の
孔
子
の
発
言
に
出
て
き
た

「
強
」
と
「
敬
」
に
つ
い
て
、
史
蒥
が
さ
ら
に
そ
の
内
容
を
問
い

孔
子
が
答
え
る
と
い
う
、
問
答
体
に
よ
く
見
ら
れ
る
展
開
に
な
っ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
孔
子
の
返
答
の
う
ち
「
強
」
の
部
分
は
失

わ
れ
て
い
る
が
、「
敬
」
の
残
存
部
か
ら
「
顔
色
」
や
「
欲
求
」

が
相
手
に
対
応
す
る
上
で
の
要
点
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

わ
れ
る
。
Ｇ
（
簡
10
）
は
内
容
か
ら
類
推
し
て
、
民
衆
の
統
治
に

か
か
わ
る
孔
子
の
発
言
の
一
部
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
前

後
の
関
連
に
つ
い
て
は
十
分
に
把
握
し
が
た
い
（
注
7
）
。

Ｈ
（
簡
11
）
は
史
蒥
に
対
し
て
孔
子
が
は
た
ら
き
か
け
た
発
言

の
一
部
と
見
な
さ
れ
、
史
蒥
の
立
場
を
知
る
上
で
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
う
ち
「
子
之
吏
行
」
に
つ
い
て
濮
茅
左
氏
は
「
讀
爲
〝
子
之

事
行
〟。〝
事
〟、
疑
指
興
修
水
利
・
利
民
耕
耘
事
」
と
し
、
ま
た

「
百
生
噬

利
」
に
つ
い
て
「
讀
爲
〝
百
姓
得
其
利
〟。〝
利
〟、
亦

（ 119 ）



指
水
利
益
民
」
と
述
べ
た
上
で
、「
百
姓
得
其
利
」
と
同
じ
語
を

も
つ
『
後
漢
書
』
張
純
伝
お
よ
び
『
水
経
注
』
巻
三
十
の
記
事
を

引
い
て
、
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
興
修
水
利
に
か
か
わ
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
（
注
8
）
。
し
か
し
少
な
く
と
も
残
存
簡
に
は
史
蒥
と
水

利
事
業
と
の
関
連
を
裏
付
け
る
よ
う
な
記
述
は
認
め
ら
れ
ず
、

「
百
姓
得
其
利
」
の
合
致
の
み
か
ら
本
篇
を
『
後
漢
書
』
や
『
水

経
注
』
の
記
事
と
結
び
つ
け
て
解
釈
す
る
の
は
飛
躍
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

大
半
の
排
列
が
不
明
で
あ
る
た
め
、
全
体
の
論
旨
を
把
握
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
上
述
の
ご
と
く
残
簡
中
に
は
、
吏
の
子

で
あ
る
と
い
う
史
蒥
の
出
自
（
Ａ
）
や
吏
の
世
襲
制
に
か
か
わ
る

発
言
（
Ｂ
）、
為
政
者
（
Ｃ
・
Ｅ
）
と
民
衆
（
Ｄ
）
と
の
上
下
両

方
向
に
わ
た
る
対
処
や
留
意
点
を
説
く
内
容
な
ど
が
見
い
だ
さ
れ

る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
れ
ば
、
本
篇
は
国
家
に
お
け
る
吏
の
役
割

と
い
っ
た
主
題
を
も
ち
、
Ｈ
（
簡
11
）
の
当
該
部
分
は
、「
あ
な

た
が
吏
と
し
て
つ
と
め
れ
ば
、
百
姓
は
利
を
得
る
こ
と
が
で
き
、

そ
れ
に
よ
っ
て
国
家
は
富
む
。
あ
な
た
が
吏
と
し
て
つ
と
め
な
け

れ
ば
…
…
」
と
、
孔
子
が
史
蒥
に
対
し
て
吏
の
職
務
の
重
要
性
と

そ
の
遂
行
を
説
い
た
発
言
と
理
解
す
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
こ
の
理
解
に
大
過
な
け
れ
ば
、
史
蒥
は
吏
と
し
て
国
家
の
中

枢
を
担
う
べ
き
立
場
の
人
物
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
Ｉ
（
簡
12
）
が
Ｈ
の
孔
子
の
発
言
を
承
け
た
も
の
で
あ
る

と
す
れ
ば
、「
子
の
言
を
聞
き
、
大
い
に
懼
れ
、
為
す
所
を
知
ら

ず
」
と
そ
の
職
責
の
重
さ
に
畏
怖
の
念
を
い
だ
く
史
蒥
に
対
し

て
、
孔
子
は
「
善
き
か
な
。
事
に
臨
み
而
し
て
懼
る
る

は
…
…
」
と
む
し
ろ
そ
の
畏
れ
を
是
認
し
肯
定
的
に
評
価
せ
ん
と

し
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
よ
う
。

四
こ
の
よ
う
に
『
史
蒥
問
於
夫
子
』
の
発
見
に
よ
っ
て
、
長
ら
く

伝
承
が
途
絶
え
て
い
た
史
蒥
な
る
人
物
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ

て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
注
意
を
要
す
る
の

は
、『
漢
書
』
古
今
人
表
（
中
上
）
に
史
留
な
る
人
名
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
（
注
9
）
。

こ
の
史
留
に
つ
い
て
は
、
顔
師
古
注
に
も
言
及
が
な
く
、
梁
玉

繩
『
人
表
考
』
も
「
未
詳
」
と
記
す
の
み
で
こ
れ
ま
で
不
明
と
さ

れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
史
留
に
関
す
る
情
報
は
ほ
と
ん
ど
皆

無
と
言
っ
て
よ
い
が
、
留
意
す
べ
き
は
、
古
今
人
表
の
人
名
が
概

ね
時
代
順
に
配
列
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
関
連
の
あ
る
人
物
を
ま

と
め
て
配
置
す
る
な
ど
の
配
列
意
図
（
注
10
）
が
認
め
ら
れ
る
点
で
あ

る
。
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
、
前
後
に
配
さ
れ
た
の
人
物

の
時
代
や
相
互
関
係
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
史

留
に
関
す
る
手
が
か
り
が
得
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
『
史
蒥
問
於
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夫
子
』
の
史
蒥
と
の
関
係
に
つ
い
て
一
定
の
結
論
を
導
く
こ
と
が

可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

以
下
で
は
こ
う
し
た
意
図
か
ら
、
古
今
人
表
の
史
留
の
前
後
を

含
む
人
名
と
顔
師
古
お
よ
び
梁
玉
繩
の
注
の
う
ち
関
連
の
あ
る
部

分
を
引
用
し
（
注
11
）
、
時
代
と
人
物
の
両
面
か
ら
考
察
を
加
え
て
み

よ
う
。

　
　
　
　

 

（
前　

略
）

儀
封
人

長
沮

桀
溺

丈
人

何
蕢

楚
狂
接
輿　

梁
玉
繩
曰
、
儀
封
人
已
下
並
始
見
論
語
。

師
襄
子	

�

梁
玉
繩
曰
、
師
襄
子
始
見
史
孔
子
世
家
・
韓
詩
外

傳
五
。
…
…
案
師
襄
子
是
衞
樂
師
、
非
論
語
擊
磬

襄
、
故
表
判
列
兩
人
。

師
己	
�

梁
玉
繩
曰
、
仁
和
孫
孝
廉
傳
曾
曰
、
表
于
前
昭
公

時
已
置
師
己
在
第
五
、
此
乃
樂
記
之
師
乙
、
以
字

形
譌
也
、
故
與
賓
牟
賈
並
列
。

賓
牟
賈	

梁
玉
繩
曰
、
賓
牟
賈
惟
見
禮
樂
記
。

公
肩
瑕	

�

顏
師
古
曰
、
卽
公
肩
假
也
。�

梁
玉
繩
曰
、
公
肩
假
惟
見
檀
弓
下
。

衞
視
夷	

�

顏
師
古
曰
、
卽
式
夷
也
。
見
呂
氏
春
秋
。�

梁
玉
繩
曰
、
案
呂
氏
春
秋
惟
長
利
篇
有
戎
夷
。
廣

韻
注
、
戎
、
式
皆
姓
。
而
表
作
視
夷
、
古
式
字
叶

音
試
、
大
雅
蕩
篇
不
義
從
式
可
證
、
與
視
聲
近
相

借
、
因
知
今
本
呂
覽
作
戎
譌
也
。
又
式
夷
違
齊
如

魯
、
天
寒
而
死
、
注
謂
齊
之
仁
人
、
則
此
衞
字
亦

誤
。

史
留	

梁
玉
繩
曰
、
未
詳
。

豫
讓	

�

梁
玉
繩
曰
、
豫
讓
始
見
戰
國
趙
策
、
呂
氏
春
秋
論

威
。

青
荓
子	

梁
玉
繩
曰
、
青
荓
始
見
呂
氏
春
秋
序
意
。

趙
襄
子	

�

簡
子
子
。�

梁
玉
繩
曰
、
趙
襄
子
始
見
左
哀
廿
七
、
晉
語
九
、

簡
子
子
始
見
史
趙
世
家
。

　
　
　
　

 

（
後　

略
）

ま
ず
時
代
面
に
つ
い
て
み
る
と
、
儀
封
人
か
ら
公
肩
瑕
ま
で
は

い
ず
れ
も
『
論
語
』・『
史
記
』
孔
子
世
家
・『
礼
記
』
楽
記
な
ど

に
登
場
す
る
孔
子
と
同
時
期
の
人
物
た
ち
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て

い
る
。
問
題
と
な
る
の
は
、
史
留
の
前
に
位
置
す
る
衛
視
夷
で
あ

る
が
、
顔
師
古
は
『
呂
氏
春
秋
』
の
式
夷
に
比
定
し
、
梁
玉
縄
は
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顔
注
を
う
け
て
今
本
『
呂
氏
春
秋
』
長
利
篇
の
戎
夷
を
そ
れ
に
あ

て
、「
視
」
と
「
式
」
と
は
音
通
、
今
本
の
「
戎
」
は
「
式
」
の

訛
誤
、
さ
ら
に
長
利
篇
冒
頭
の
「
戎
夷 

斉
を
違さ

り
て
魯
に
如ゆ

く
」

の
記
述
に
よ
り
衛
視
夷
の
「
衛
」
は
「
斉
」
の
誤
り
と
み
る
。
今

本
『
呂
氏
春
秋
』
長
利
篇
に
見
え
る
戎
夷
の
逸
話
に
は
、
時
代
を

特
定
し
得
る
よ
う
な
人
名
や
語
句
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
先
に
引

い
た
冒
頭
の
記
述
に
注
目
す
れ
ば
、
魯
が
な
お
そ
の
勢
力
を
保
持

し
て
い
た
春
秋
期
の
時
代
状
況
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
方
、
史
留
の
後
に
配
さ
れ
た
豫
讓
・
青
荓
子
・
趙
襄
子
に
目
を

向
け
る
と
、
彼
ら
は
い
ず
れ
も
戦
国
初
期
の
豫
讓
復
讐
譚
に
か
か

わ
る
人
物
た
ち
で
あ
り
、
排
列
上
の
先
後
関
係
か
ら
も
、
史
留
の

活
躍
時
期
は
お
お
よ
そ
春
秋
戦
国
の
際
以
前
と
理
解
さ
れ
て
い
た

可
能
性
が
高
い
。
翟
云
升
『
校
正
古
今
人
表
』
が
史
留
以
前
を
春

秋
と
し
、
豫
讓
以
後
を
戦
国
と
し
て
時
代
を
区
分
す
る
の
も
き
わ

め
て
妥
当
な
見
解
と
言
え
よ
う
（
注
12
）
。

次
に
人
物
面
で
は
、
上
述
の
ご
と
く
衞
視
夷
に
つ
い
て
は
な
お

確
拠
を
得
が
た
い
も
の
の
、
豫
讓
か
ら
は
明
ら
か
に
別
種
の
グ

ル
ー
プ
と
し
て
区
分
し
得
る
こ
と
か
ら
、
衛
視
夷
お
よ
び
史
留
の

配
置
は
、
そ
れ
以
前
の
公
肩
瑕
（
假
）
ま
で
の
流
れ
を
う
け
る
も

の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
留
意
す
べ
き

は
、
彼
ら
が
古
今
人
表
の
序
に
「
与
に
善
を
為
す
可
く
、
与
に
悪

を
為
す
可
か
ら
ざ
る
」〝
上
知
〟
と
「
与
に
悪
を
為
す
可
く
、
与

に
善
を
為
す
可
か
ら
ざ
る
」〝
下
愚
〟
と
の
中
間
で
あ
る
「
与
に

善
を
為
す
可
く
、
与
に
悪
を
為
す
可
き
」〝
中
人
〟（
中
上
）
に
ラ

ン
ク
付
け
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。〝
上
中 

仁
人
〟
も
し
く
は

〝
上
下 

智
人
〟
に
配
さ
れ
る
孔
門
弟
子
に
対
し
て
、
儀
封
人
か
ら

楚
狂
接
輿
ま
で
は
『
論
語
』
の
登
場
人
物
の
な
か
で
言
わ
ば
脇
役

的
な
位
置
を
占
め
る
役
人
や
隠
者
た
ち
で
あ
り
、
続
く
師
襄
子
・

師
己
（
乙
）・
賓
牟
賈
の
三
人
は
孔
子
と
同
時
期
の
楽
師
た
ち
、

公
肩
瑕
（
假
）
は
季
康
子
の
母
の
埋
葬
に
あ
た
り
、
公
輸
若
に
対

し
て
そ
の
非
礼
を
正
し
た
逸
話
を
も
つ
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る

と
、
衛
視
夷
に
つ
い
て
は
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
も
、
彼
ら
は
孔

門
弟
子
の
よ
う
な
儒
家
に
お
け
る
中
心
的
な
存
在
で
は
な
か
っ
た

も
の
の
、
孔
子
と
ほ
ぼ
同
じ
時
間
と
空
間
を
そ
れ
ぞ
れ
が
自
ら
の

信
念
の
ま
ま
に
生
き
た
人
物
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
れ
ば
、『
漢
書
』
古
今
人
表
の
史
留
と

『
史
蒥
問
於
夫
子
』
の
史
蒥
と
の
間
に
は
、
時
代
お
よ
び
人
物
の

両
面
に
わ
た
っ
て
明
瞭
な
共
通
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
両
者

が
同
一
人
物
で
あ
る
蓋
然
性
は
、
き
わ
め
て
高
い
と
見
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

最
後
に
関
連
す
る
問
題
と
し
て
、『
漢
書
』
古
今
人
表
の
史
留

を
『
史
籀
篇
』
の
作
者
で
あ
る
史
籀
に
比
定
す
る
説
に
つ
い
て
ふ

れ
て
お
き
た
い
。
こ
の
見
解
は
孫
海
波
（
注
13
）
や
唐
蘭
（
注
14
）
に
よ
っ

て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
両
氏
は
『
漢
書
』
芸
文
志
お
よ
び
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『
説
文
解
字
』
叙
が
周
の
宣
王
の
時
と
記
す
『
史
籀
篇
』
の
成
立

時
期
を
春
秋
戦
国
の
際
ま
で
引
き
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
史
籀

と
史
留
と
が
同
一
人
物
で
あ
る
と
主
張
す
る
（
注
15
）
。
こ
の
説
に
つ

い
て
は
す
で
に
林
素
清
氏
（
注
16
）
に
よ
る
反
論
が
あ
り
、『
説
文
解

字
』
に
採
録
さ
れ
た
籀
文
の
検
討
を
通
し
て
、
古
文
字
学
の
面
か

ら
『
史
籀
篇
』
の
成
立
時
期
を
春
秋
戦
国
期
ま
で
引
き
下
げ
る
べ

き
根
拠
を
認
め
が
た
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。『
史
蒥
問
於

夫
子
』
は
こ
の
問
題
に
対
し
て
も
、『
史
籀
篇
』
の
作
者
で
あ
る

史
籀
と
古
今
人
表
の
史
留
と
が
別
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
新

資
料
と
言
え
よ
う
。

以
上
、
本
稿
で
は
『
史
蒥
問
於
夫
子
』
の
釈
読
を
試
み
、
史
蒥

を
中
心
に
若
干
の
検
討
を
加
え
た
。
資
料
上
の
制
約
も
あ
っ
て
、

な
お
十
分
に
把
握
し
が
た
い
部
分
も
多
く
残
さ
れ
て
い
る
が
、
本

篇
が
儒
家
思
想
研
究
資
料
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
長
ら
く
未
詳
と

さ
れ
て
き
た
『
漢
書
』
古
今
人
表
の
史
留
の
事
跡
を
伝
え
る
資
料

と
し
て
も
貴
重
な
意
義
を
も
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
明
ら
か

に
し
得
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

注

（
１
）『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
九
）』
二
七
一
―
二
八
八
頁
、
上
海

古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
。

（
２
）
管
見
の
お
よ
ん
だ
『
史
蒥
問
於
夫
子
』
の
釈
読
・
綴
合
に
関
す
る
先

行
研
究
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

・�

張
峰
「《
上
博
九
・
史
蒥
問
於
夫
子
》
初
讀
」（
簡
帛
網
、
二
〇
一

三
年
一
月
六
日
）。

　
　

・�

何
有
祖
「
讀
《
上
海
博
物
館
藏
戰
國
楚
竹
書
（
九
）》
札
記
」（
簡

帛
網
、
二
〇
一
三
年
一
月
六
日
）。

　
　

・�

高
佑
仁
「《
上
博
九
》
初
讀
」（
簡
帛
網
、二
〇
一
三
年
一
月
八
日
）。

　
　

・�

單
育
辰「
佔
畢
隨
錄
之
十
六
」（
簡
帛
網
、二
〇
一
三
年
一
月
九
日
）。

　
　

・�

王
凱
博
「《
史
蒥
問
於
夫
子
》
綴
合
三
例
」（
簡
帛
網
、
二
〇
一
三

年
一
月
十
日
）。

　

 

な
お
「《
史
蒥
問
於
夫
子
》
初
讀
」
簡
帛
論
壇
に
発
表
さ
れ
た
諸
家
の
コ

メ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
上
記
論
文
の
注
記
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
３
）
残
簡
の
綴
合
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
（
簡
６
＋
簡
７
）
は
張
峰
氏
（
前
掲

注
２
）、Ｄ
（
孔
子
見
季
桓
子
簡
25
＋
簡
５
）
お
よ
び
Ｆ
（
簡
９
＋
簡
８
）

は
王
凱
博
氏（
前
掲
注
２
）の
見
解
に
従
っ
た
。
ま
た
簡
４
に
つ
い
て
は
、

張
峰
氏
（
前
掲
注
２
）
に
よ
っ
て
『
孔
子
見
季
桓
子
』
簡
９
と
の
綴
合

が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、『
孔
子
見
季
桓
子
』
へ
の
帰
属
が
明
ら
か
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
検
討
の
対
象
に
含
め
な
か
っ
た
。
綴
合
後
の
釈
文
は
以
下

の
と
お
り
で
あ
る
。

　

 　

�
〼
恆
聽
同
、
故
教
於
始
乎
哉
。
始
得
可
人
而
與
之
〼
【
簡
４
】
〼
仁

援
仁
而
進
之
、
不
仁
人
弗
得
進
矣
。
始
得
不
可
人
而
與
〼
【
孔
簡
９
】

　

 

な
お
『
孔
子
見
季
桓
子
』
に
見
え
る
「
仁
」
に
関
す
る
内
容
に
つ
い
て
は
、
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陳
剣
「《
上
博
（
六
）・
孔
子
見
季
桓
子
》
重
編
新
釈
」（
復
旦
大
学
出
土

文
献
与
古
文
字
研
究
中
心
編
『
出
土
文
献
与
古
文
字
研
究
』
第
二
輯
、

一
六
〇
―
一
八
七
頁
、
復
旦
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
八
月
）
参
照
。

（
４
）『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
九
）』
二
七
九
頁
（
前
掲
注
１
）。

（
５
）
上
博
楚
簡
に
お
け
る
孔
子
の
称
呼
に
つ
い
て
は
、拙
稿「
上
博
楚
簡『
弟

子
問
』
の
文
献
的
性
格
」（
浅
野
裕
一
編
『
竹
簡
が
語
る
古
代
中
国
思
想

（
二
）』
二
六
一
―
二
九
一
頁
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）
参
照
。

（
６
）『
史
蒥
問
於
夫
子
』
と
『
孔
子
見
季
桓
子
』
と
の
同
筆
関
係
に
つ
い
て

は
、
海
天
遊
蹤
「《
史
蒥
問
於
夫
子
》
初
讀
」
第
14
樓
（
簡
帛
論
壇
、
二

〇
一
三
年
一
月
五
日
）、松
鼠
「
有
關
上
博
九
的
字
迹
情
況
」（
簡
帛
論
壇
、

二
〇
一
三
年
一
月
五
日
）
参
照
。
ま
た
王
凱
博
氏
（
前
掲
注
２
）
は
、

簡
９
と
簡
８
と
の
綴
合
を
指
摘
し
、
当
初
、
約
三
十
七
セ
ン
チ
と
推
定

さ
れ
た
完
簡
の
簡
長
は
約
五
十
四
セ
ン
チ
で
、『
孔
子
見
季
桓
子
』
の
簡

長
と
共
通
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
両
者
は
契
口
の

位
置
を
異
に
し
て
お
り
、
同
冊
で
あ
っ
た
可
能
性
は
低
い
。

（
７
）
王
凱
博
氏
（
前
掲
注
２
）
は
残
缺
部
の
字
跡
の
分
析
か
ら
簡
３
＋
簡

10
の
綴
合
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
王
氏
の
見
解
の
う
ち
簡
３
簡
尾
の

残
缺
字
を
「
始
」
字
と
み
る
の
は
妥
当
と
思
わ
れ
る
が
、
王
氏
が
掲
げ

る
他
の
箇
所
の
「
始
」
字
の
「
口
」
が
い
ず
れ
も
横
長
の
扁
平
な
形
態

を
示
す
の
に
対
し
て
、
簡
10
の
上
部
に
残
存
す
る
「
口
」
は
や
や
小
ぶ

り
で
形
態
が
少
し
く
異
な
っ
て
お
り
、
簡
３
＋
簡
10
の
綴
合
に
は
な
お

疑
問
の
余
地
が
残
る
よ
う
で
あ
る
。
確
か
に
綴
合
後
の
簡
長
は
整
合
す

る
が
、
他
の
残
簡
に
も
ほ
ぼ
同
じ
箇
所
で
断
裂
し
た
と
見
ら
れ
る
例
が

あ
る
た
め
、
簡
長
面
の
み
か
ら
綴
合
の
妥
当
性
を
判
断
す
る
こ
と
は
危

険
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
簡
３
＋
簡
10
の
綴
合
に
つ
い
て

は
慎
重
を
期
し
て
保
留
と
し
た
。

（
８
）『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
九
）』
二
八
七
頁
（
前
掲
注
１
）。

（
９
）
な
お
簡
文
「
蒥
」
と
「
留
」
と
の
通
用
関
係
に
つ
い
て
は
、
声
符
の

共
通
性
か
ら
す
で
に
自
明
と
も
言
え
る
が
、
張
峰
氏
（
前
掲
注
２
）
が

指
摘
す
る
ご
と
く
、『
礼
記
』
緇
衣
篇
「
子
曰
、
私
惠
不
歸
德
、
君
子
不

自
留
焉
」
の
「
留
」
字
を
上
博
楚
簡
『

衣
』
簡
21
で
は
『
史
蒥
問
於

夫
子
』
と
同
形
の
「
蒥
」
に
作
る
例
が
あ
り
、
両
字
の
通
用
関
係
が
実

証
さ
れ
る
。

（
10
）
古
今
人
表
の
序
に
「
因
茲
以
列
九
等
之
序
、
究
極
經
傳
、
繼
世
相
次
、

總
備
古
今
之
略
要
云
」（『
漢
書
』
第
三
冊
、
八
六
一
頁
、
中
華
書
局
、

一
九
六
二
年
）
と
あ
る
。

（
11
）『
史
記
漢
書
諸
表
訂
補
十
種 

下
』
六
六
八
―
六
七
〇
頁
、
中
華
書
局
、

一
九
八
二
年
。

（
12
）
翟
云
升
『
校
正
古
今
人
表
』（『
史
記
漢
書
諸
表
訂
補
十
種 

下
』
九
九

六
頁
、
前
掲
注
11
）。
な
お
翟
云
升
は
「
史
留
」
に
注
し
て
「
未
詳
。
或

曰
卽
史
廖
、
見
史
記
秦
記
」
と
述
べ
る
が
、「
史
廖
」
は
秦
の
穆
公
（
在

位
・
前
六
五
九
―
前
六
二
一
年
）
に
仕
え
、
春
秋
前
期
か
ら
中
期
に
か

け
て
活
躍
し
た
人
物
で
あ
り
、
時
代
お
よ
び
事
跡
の
点
か
ら
こ
こ
に
配

置
さ
れ
る
の
は
不
自
然
で
あ
り
、「
留
」
と
「
廖
」
と
の
音
通
に
も
と
づ
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く
附
会
の
域
を
出
な
い
。

（
13
）
孫
海
波
「
説
文
籀
文
古
文
考
」（『
文
哲
月
刊
』
第
一
巻
第
八
期
、
一

九
三
六
年
）。

（
14
）
唐
蘭
『
中
国
文
字
学
』
一
五
五
頁
、上
海
古
籍
出
版
社
、一
九
七
九
年
。

（
15
）『
史
籀
篇
』
の
時
代
お
よ
び
作
者
に
関
す
る
諸
説
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「『
史
籀
篇
』
研
究
の
新
展
開
―
出
土
文
字
資
料
と
小
学
書
研
究
―
」（『
創

文
』
第
四
七
八
号
、
二
〇
〇
五
年
八
月
）
参
照
。

（
16
）
林
素
清
「《
説
文
》
古
籀
文
重
探
―
兼
論
王
国
維
〈
戦
国
時
秦
用
籀
文

六
国
用
古
文
説
〉
―
」（『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
第
五

十
八
本
第
一
分
、
一
九
八
七
年
）。

【
附
記
】
本
稿
は
、
平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
七
日
に
上
海
新
協
通
国
際
大

酒
店
で
開
催
さ
れ
た
第
五
十
二
回
中
国
出
土
文
献
研
究
会
に
お
け
る
筆
者
の

発
表
「
上
博
（
九
）『
史
蒥
問
於
夫
子
』
小
考
」
を
も
と
に
定
稿
と
し
た
も

の
で
あ
る
。
席
上
、
ご
質
問
や
ご
意
見
を
賜
っ
た
会
員
各
位
に
対
し
厚
く
御

礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
な
お
本
稿
は
、
平
成
二
十
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助

金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
戦
国
簡
牘
文
字
の
多
様
性
と
変
遷
に
関
す
る
実
証
的

研
究
」（
課
題
番
号24520466

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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